
令和３年 第７回  ふじみ野市農業委員会総会議事録 
 

招 集 日 時 令和３年７月２６日 開会場所 ふじみ野市役所５階Ａ大会議室 

開会の日時 

及び宣告者 

開 会 

閉 会 

令和３年７月２６日 午後１時２６分  議 長 

令和３年７月２６日 午後２時 ９分  議 長 

議 長 新 井 良 司  
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出 席 者 数  農 業 委  員     定 数 １４名 出 席 者  ９名 

農地利用最適化推進委員 定 数    ３名 出 席 者  ２名 

議 事 参 与（説明者） 書   記 

     葛籠貫 智 洋 

松 田 薫 樹 

有 山 俊 夫 

     飯 塚 勝 貴 
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  上記会議の結果を記載し、その相違なきを証するためここに 

 署名します。 

 

 

 

 

              令和３年７月２６日 

 

 

    議  長                  印 

 

    署名委員                  印 

 

    署名委員                  印 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ふじみ野市農業委員会会長は、令和３年７月２６日、午後 

１時３０分、ふじみ野市役所５階Ａ大会議室に農業委員会を

招集した。 

日程第１ 

 

議  長 

 

 議長は午後１時２６分、委員の過半数が出席したので、開 

会を宣言した。 

日程第２ 議  長  議事録署名委員に９番・１１番委員を指名する。 

日程第３ 

 

 

 

 

 

 

日程第４ 

 

 

 

 

 

 

日程第５ 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

事 務 局 

議  長 

全 委 員 

議  長 

議  長 

 

 

事 務 局 

議  長 

全 委 員 

議  長 

議  長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

日程第３、報告第１９号、農地法第４条第１項第８号の規定

による農地転用届出に関する件２件を報告します。 

事務局に報告書の朗読を求めます。 

報告書朗読。 

質疑を求めます。 

なし。 

報告案件ですので、報告第１９号について終了します。 

日程第４、報告第２０号、農地法第５条第１項第７号の規定

による農地転用届出に関する件６件を報告します。 

事務局に報告書の朗読を求めます。 

報告書朗読。 

質疑を求めます。 

なし。 

報告案件ですので、報告第２０号について終了します。 

日程第５ 議案第２１号 農地法第５条第1項の規定による

許可申請に関する件、３件を議題とします。 

１番の案件について、事務局から議案の朗読及び説明を求め 

ます。 

議案書朗読、説明。 

受人は申請地に隣接する法人の創業者で、同社の敷地は受人

名義となっています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

11 番委員 

 

 

 

 

議  長 

３番委員 

議  長 

全 委 員 

議  長 

 

全 委 員 

議  長 

平成３年に創業した法人は、産業用及び家庭用電器製品の部

品の製造及び加工を行っています。 

業績は順調に推移しており、既存の敷地では手狭な状態にな

っていたため、平成２９年に隣接地を購入しましたが、安全に

運搬車両への納品物を積載するスペースが狭く、また駐車場及

び運搬車両用の駐車スペースが不足している状況を解消する

には至っていません。 

そのため、隣地所有者と交渉した結果、申請地を購入するこ

との同意を得ました。 

申請地は駐車スペース及び運搬車両の納品物を積載するス

ペースとして使用する予定です。 

農地の区分は、おおむね 10 ヘクタール未満の規模の一団の

農地の区域内にある農地であり、第２種農地と判断します。 

この案件について、現地調査を行った委員さんから説明をお 

願いします。 

７月１４日に９番委員、事務局２人の４人で現地調査を行い

ました。 

申請地について、以前は駐車場として使われていたようだ

が、現状は農地に復されているので、特に問題は無いと思いま

す。 

地元委員さんは何かありますか。 

現地調査の報告のとおり、特に問題は無いと思います。 

質疑はありますか。 

なし。 

質疑がないようでしたら、案件について承認してもよろしい 

ですか。 

異議なし。 

異議なし賛成により、議案第２１号 1番の案件につきまして 
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11 番委員 

 

 

 

議  長 

３番委員 

議  長 

全 委 員 

は原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付します。 

２番の案件について、事務局から議案の朗読及び説明を求め 

ます。 

議案書朗読、説明。 

受人は平成３０年に結婚して、現在は川越市の賃貸住宅に住

んでいますが、手狭な状態のため自己用住宅の建築を考えてい

ます。 

勤務地及び実家がある川越市に近く、近隣に小中学校と商業

施設が近くにあることを選定条件として、川越市及びふじみ野

市の市街化区域内にて土地を探しましたが適地が見付からず、

申請地を検討した結果、最適地と判断しました。 

申請地は小中学校にも近くにあり、商業施設も徒歩圏内にあ

るので受人の選定条件を満たしています。 

農地の区分は、おおむね 10 ヘクタール以上の規模の一団の

農地の区域内にある農地であり、第１種農地と判断します。 

なお、第１種農地は農地転用が原則不許可になりますが、集

落に接続しているため第１種農地の例外基準は満たしていま

す。 

この案件について、現地調査を行った委員さんから説明をお 

願いします。 

７月１４日に９番委員、事務局２人の４人で現地調査を行 

いました。 

 申請地は多少草が生えていましたが、畑として問題は無いと

思います。 

地元委員さんは何かありますか。 

現地調査の報告のとおり、特に問題は無いと思います。 

質疑はありますか。 

 なし。 
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９番委員 

 

 

 

質疑がないようでしたら、案件について承認してもよろしい 

ですか。 

異議なし。 

異議なし賛成により、議案第２１号２番の案件につきまして 

は原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付します。 

３番の案件について、事務局から議案の朗読及び説明を求め 

ます。 

議案書朗読、説明。 

受人は比企郡吉見町で土地を賃借して非鉄金属製品の製造・ 

加工を行っていますが、土地所有者から別の用途で使用するた

め土地の返還を求められているので、事業を継続するための代

替え地を探しています。 

受人は川越市在住の長女と共同で事業を行っており、今後は 

長女を中心に事業を行う予定のため長女が住んでいる川越市

及びふじみ野市近辺の土地、また、現在の取引先へは圏央道を

使用することが多いため、高速道路へのアクセスが良い場所を

条件に、市街化区域内で適地を探しましたが見付からず、本申

請地の土地所有者と合意することができました。 

申請地は長女の自宅及び関越道三芳スマートインターから 

近く、圏央道へのアクセスも良いため条件を満たしています。 

農地の区分は、おおむね 10 ヘクタール未満の規模の一団の 

農地の区域内にある農地であり、第２種農地と判断します。 

この案件について、現地調査を行った委員さんから説明をお 

願いします。 

７月１４日に１１番委員、事務局２人の４人で現地調査を行 

いました。 

申請地は多少草が生えていましたが、畑として見れる状態で 

した。 
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議  長 

全 委 員 

議  長 
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議  長 

 

議  長 
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議  長 

 

地元委員さんは何かありますか。 

現地調査の報告のとおり、特に問題は無いと思います。 

質疑はありますか。 

なし。 

質疑がないようでしたら、案件について承認してもよろしい 

ですか。 

異議なし。 

異議なし賛成により、議案第２１号３番の案件につきまして 

は原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付します。 

日程第６、議案第２２号 相続税の納税猶予に関する適格者

証明について、１件を議題とします。 

案件について、事務局から議案の朗読及び説明を求めます。 

議案書朗読、説明。 

農地を取得した相続人が、その農地等で農業を営む場合に

は、その農地の価格のうち、農業投資価格を超える部分に対す

る相続税の納税を猶予し、相続人が死亡した場合には、猶予税

額が免除されます。 

農地の相続税納税猶予を新規に受けるためには、相続税納税

猶予適格者証明書が必要となります。 

適用の要件は、申告期限までに遺産分割されていること、特

定市街化区域においては生産緑地であること（ふじみ野市旧大

井町地域は対象外）、被相続人は対象農地で農業を営んでいた

人または実際に畑で作業が出来なかった場合は経営権を持っ

ていた人、相続人は既に農業を行っているか、または相続税の

申告期限までに農業経営を開始しその後も引き続き農業経営

を行うと認められる人となっています。 

この案件について、現地調査を行った委員さんから説明をお 

願いします。 
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全 委 員 

議  長 

 

 

 ７月１４日に１１番委員と事務局の４人で現地確認を行い

ました。 

 申請地は多少草が生えていましたが、農地として管理がされ

ていました。 

地元委員さんは何かありますか。 

申請者は被相続人と二人で農業経営を行っている方なので、

問題は無いと思います。 

質疑はありますか。 

なし。 

質疑がないようでしたら、議案第２２号の案件について承認

してもよろしいですか。 

異議なし。 

異議なし賛成により、議案第２２号の案件につきましては原

案のとおりに決定します。 

日程第７、議案第２３号、生産緑地取得の斡旋についての件、

１件を議題とします。 

案件について事務局に議案の朗読及び説明を求めます。 

議案書朗読、説明。 

３月の総会で生産緑地の主たる従事者証明についての議案

にて審議した案件です。 

審議後に買取り申出者は市に対して買取り申出を行いまし

たが、市が買取りを希望しないため、生産緑地法第１３条の規

定に基づき市から農業委員会へ斡旋の依頼がありました。 

質疑を求めます。 

なし。 

質疑が無ければ、令和３年８月１０日までに生産緑地の買取

り希望申出がありましたら事務局まで連絡をお願いします。 

議案第２３号について終了します。 



日程第８ 
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議  長 

全 委 員 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

 

 

日程第８ 議案第２４号 農業経営基盤の強化の促進に関

する基本的な構想の変更について、１件を議題とします。 

案件について、事務局から議案の朗読及び説明を求めます。 

議案書朗読、説明。 

（農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更に

ついて内容説明。） 

意見や質疑はありますか。 

 なし。 

意見や質疑がないようでしたら、案件について変更内容は妥 

当とします。 

議案第２４号について終了します。 

本日の報告並びに議案全てについて、慎重審議していただき

ましてありがとうございました。 

これをもちまして、令和３年第７回ふじみ野市農業委員会総

会を閉会とさせていただきます。 

（終了 午後２時９分） 

 


